
INFORMATION

温
が
マ
イ
ナ
ス
４

℃
以
下
に
な
る
と

水
道
管
や
蛇
口
が

凍
り
つ
き
、
破
裂

や
水
が
出
な
く
な

り
修
理
に
費
用
が
か
か
り
ま
す
。

▼
凍
結
事
故
の
多
い
と
こ
ろ

◦
家
の
外
に
あ
る
蛇
口

◦
水
道
管
が
む
き
出
し
の
と
こ
ろ

（
給
湯
器
や
温
水
器
の
水
道
管
）

▼
水
道
の
凍
結
予
防

　水
道
管
や
蛇
口
の
む
き
出
し
部

分
を
布
や
タ
オ
ル
、
市
販
の
保

温
チ
ュ
ー
ブ
で
巻
い
て
凍
ら
な

い
よ
う
に
保
温
す
る
。

▼
凍
結
し
た
と
き
は

　凍
っ
た
部
分
に
布
を
当
て
、
ぬ

る
ま
湯
を
ゆ
っ
く
り
か
け
る
。

▼
破
裂
し
た
と
き
に
は

①
水
道
管
が
破
裂
し
水
漏
れ
し
た

場
合
に
は
、
メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク

ス
内
の
リ
ン
グ
バ
ル
ブ
や
止
水

栓
を
閉
め
て
水
を
止
め
る
。
水

が
止
ま
ら
な
い
と
き
は
、
水
漏

れ
し
た
部
分
に
布
や
ビ
ニ
ー
ル

テ
ー
プ
な
ど
を
巻
い
て
止
め
る
。

②
応
急
処
置
後
、
市
の
指
定
給
水

装
置
工
事
事
業
者
へ
修
理
を
依

頼
し
て
く
だ
さ
い
。
修
理
の
費

用
は
、
自
己
負
担
で
す
。

問
水
道
課
　
水
道
班

　
☎（
２
４
８
）１
１
３
０

　40
歳
以
上
で
、
本
年
度
の
大
腸

が
ん
検
診
を
受
診
し
て
い
な
い
人

を
対
象
に
、
郵
送
検
診
を
実
施
し

ま
す
。
対
象
者
に
は
、
１
月
上
旬

に
検
査
キ
ッ
ト
を
送
付
し
ま
す
。

　キ
ッ
ト
が
届
い
て
い
な
い
人
で

受
診
を
希
望
す
る
場
合
は
、
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
郵
送
検
診
と
は

　検
便
を
２
日

分
採
り
、
問
診
票
と
一
緒
に
専
用

の
封
筒
に
入
れ
て
ポ
ス
ト
に
投
函

す
る
大
腸
が
ん
検
診
で
す
。
検
診

料
金
は
、
同
封
の
振
込
用
紙
で
お

支
払
い
く
だ
さ
い
。
結
果
は
約
４

週
間
後
に
郵
送
で
届
き
ま
す
。

▼
対
象
者

　40
歳
以
上
の
市
民
で
、

本
年
度
大
腸
が
ん
検
診
を
受
診

し
て
い
な
い
人

▼
検
診
料

◦
40
歳
〜
74
歳

　５
０
０
円

◦
75
歳
以
上

　２
０
０
円

▼
受
診
期
限

　２
月
18
日
㈮

問
健
康
づ
く
り
推
進
課
ヴ

　
☎（
２
４
８
）１
１
７
３

　寒
さ
は
水
道
の
大
敵
で
す
。
気

　子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
に
基

づ
く
国
の
補
助
を
受
け
た
事
業
主

な
ど
が
一
定
の
保
育
に
係
る
施
設

を
設
置
す
る
場
合
に
は
固
定
資
産

税
の
課
税
標
準
額
が
５
年
間
２
分

の
１
と
な
り
ま
す
。
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲

載
し
て
い
ま
す
。

▼
対
象

　施
設
用
に
供
す
る
土
地
、

家
屋
、
償
却
資
産

▼
申
込
方
法

　申
請
書
に
必
要
事

項
を
記
入
し
、
必
要
書
類（
全
て

写
し
可
）を
添
付
し
て
税
務
課
に

申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
込
期
限

　２
月
28
日
㈪

申
問
税
務
課
　
固
定
資
産
税
班

　
☎（
２
４
８
）１
１
１
４

　令
和
４
年
度『
競
争
入
札
参
加
資

格
申
請
書
』の
追
加
受
け
付
け
を
行

な
い
ま
す
。
詳
し
く
は
、
１
月
末

日
に
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し

ま
す
の
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
受
付
期
間

　２
月
１
日
㈫
〜
28
日
㈪

問
管
財
課
　
契
約
管
財
班

　
☎（
２
４
８
）１
０
４
０

　高
齢
者
を
対
象
に
、
パ
ソ
コ
ン

の
基
本
操
作
・
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

操
作
入
門
講
座
を
実
施
し
ま
す
。

※
全
講
座（
計
10
回
）を
通
し
て
参

加
す
る
こ
と
が
条
件
で
す

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

拡
大
状
況
に
よ
り
中
止
す
る
場

合
が
あ
り
ま
す

▼
と
こ
ろ

　人
権
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

▼
内
容

　パ
ソ
コ
ン
の
基
本
操
作

（
ワ
ー
ド
基
礎
）・
ス
マ
ー
ト
フ

ォ
ン
操
作
入
門

▼
対
象

　市
内
在
住
者
で
60
歳
以
上
の
人

▼
参
加
費

　１
、
２
０
０
円

▼
募
集
人
数

　10
人

※
応
募
者
多
数
の
場
合
抽
選

▼
申
込
方
法

　申
込
書
を
記
入
の

う
え
、
人
権
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ

ー
ま
で
提
出
く
だ
さ
い
。

※
申
込
書
は
、
人
権
ふ
れ
あ
い
セ

ン
タ
ー
・
ヴ
ィ
ー
ブ
ル
・
御
代

志
市
民
セ
ン
タ
ー
・
泉
ヶ
丘
支

所
・
須
屋
支
所
に
用
意
し
て
い

ま
す

▼
申
込
期
限

　１
月
24
日
㈪

申
人
権
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

　
豊
岡
５
１
１
‐
３

　
☎（
２
４
８
）３
８
９
３

　
g（
２
４
８
）３
８
９
４

競
争
入
札
参
加
資
格
申
請
書
の

追
加
受
け
付
け
を
行
な
い
ま
す

水
道
を
凍
結
か
ら
守
ろ
う

企
業
主
導
型
保
育
事
業
の

固
定
資
産
に
係
る
特
例
措
置

大
腸
が
ん
検
診

郵
送
検
診
を
実
施
し
ま
す

高
齢
者
向
け
パ
ソ
コ
ン
・

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
入
門
講
座

募

集

と　　き 内　　容

２月 8 日（火）・9日（水）・
  　 10日（木）

午後1時30分
　〜3時30分

パソコン講座

２月14日（月）・15日（火） パソコン講座

２月17日（木）・18日（金） パソコン講座

２月21日（月）・22日（火） 午後1時30分
　〜2時30分

スマートフォン講座

２月24日（木） スマートフォン講座
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お
知
ら
せ

問
高
齢
者
支
援
課
　
介
護
保
険
班

　
☎（
２
４
８
）１
１
０
２

　新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
を
受
け
て
い
て
、
18
歳
以

下
の
児
童
を
監
護
す
る
子
育
て
世

帯
を
支
援
す
る
給
付
金
で
す
。

▼
対
象

　次
の
①
、
②
の
両
方
に

当
て
は
ま
る
子
育
て
世
帯

①
令
和
３
年
３
月
31
日
時
点
で
18

歳
未
満
の
児
童（
障
害
児
の
場
合

は
20
歳
未
満
）を
養
育
す
る
父

母
な
ど

②
令
和
３
年
１
月
１
日
以
降
の
収

入
が
急
変
し
、
住
民
税
非
課
税

相
当
の
収
入
と
な
っ
た
人

※
令
和
３
年
度
住
民
税
が
非
課
税

で
児
童
手
当
、
特
別
児
童
手
当

を
受
給
し
て
い
る
人
は
７
月
に

給
付
済
み
で
す
。

※
ひ
と
り
親
世
帯
で
す
で
に
受
給

し
て
い
る
人
は
対
象
外
で
す
。

▼
支
給
額

　児
童
一
人
あ
た
り
５
万
円

▼
申
請
受
付
期
限

　２
月
25
日
㈮

申
問
子
育
て
支
援
課
　
子
ど
も
家

庭
班

　
☎（
２
４
８
）１
１
６
２

▼
申
請
期
限

　１
月
28
日
㈮

申
問
高
齢
者
支
援
課
　
包
括
支

援
セ
ン
タ
ー
班
ヴ

　
☎（
２
４
８
）１
１
２
６

　市
で
は
お
金
・
仕
事
・
住
ま
い

な
ど
生
活
全
般
に
関
す
る
相
談
窓

口『
安
心
サ
ポ
ー
ト
合
志
』を
設
置

し
て
い
ま
す
。
相
談
窓
口
で
は
、

日
々
の
生
活
の
こ
と
、
仕
事
の
こ

と
な
ど
専
門
の
相
談
員
が
話
を
聞

い
て
、
解
決
に
向
け
た
提
案
や
、

解
決
ま
で
の
お
手
伝
い
を
し
ま
す
。

　新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
に
よ
り
、
収
入
が
減
っ
て

し
ま
い
生
活
が
苦
し
い
な
ど
の
ご

相
談
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
気

軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
安
心
サ
ポ
ー
ト
合
志
ヴ

　
☎（
２
４
８
）１
１
０
０

　
平
日
　
午
前
８
時
30
分
〜
午

後
５
時
15
分

　セ
ク
ハ
ラ
や
パ
ワ
ハ
ラ
、
家
庭

内
暴
力
、
体
罰
や
い
じ
め
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
誹
謗
中
傷
、
差

別
な
ど
、「
自
分
の
悩
み
は
人
権
侵

害
か
も
」と
思
っ
た
ら
、
一
人
で
悩

ま
ず
、
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

人
権
擁
護
委
員
が
対
応
し
ま
す
。

相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
守
ら
れ

ま
す
。

▼
と
き

　２
月
17
日
㈭

　午
前
10
時
〜
午
後
３
時

▼
と
こ
ろ

　ふ
れ
あ
い
館

問
人
権
啓
発
教
育
課

　
☎（
２
４
８
）２
３
９
９

　１
１
８
番
は
、
海
上
保
安
庁
の

緊
急
通
報
用
の
電
話
番
号
で
す
。

　聴
覚
や
発
話
に
障
が
い
を
持
つ

人
を
対
象
に
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

な
ど
使
用
し
た
入
力
操
作
に
よ
り
、

海
上
保
安
庁
へ
の
緊
急
時
の
通
報

が
可
能
と
な
る『
Ｎ
Ｅ
Ｔ
１
１
８
』

を
運
用
し
て
い
ま
す
。

　登
録
は
左
記
の
二
次
元
コ
ー
ド
を

読
み
込
む
か
、
fentry@
net118.

jp

に
空
メ
ー
ル
を
送
信

し
、
案
内
に
従
い
登
録

し
て
く
だ
さ
い
。

問
第
十
管
区
海
上
保
安
本
部

　
総
務
課

　
☎
０
９
９（
２
５
０
）９
８
０
０

　要
介
護
認
定
を
受
け
一
定
の
基

準
に
当
て
は
ま
る
と
市
が
認
定
し

た
65
歳
以
上
の
人
に
、
確
定
申
告

で
所
得
税
・
住
民
税
の
障
害
者
控

除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
障
害

者
控
除
対
象
者
認
定
書
を
交
付
し

ま
す
。

※
障
害
者
手
帳
を
お
持
ち
の
人
は
、

交
付
を
受
け
る
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
。
ま
た
、
障
が
い
者
と
し

て
の
サ
ー
ビ
ス
が
受
け
ら
れ
る

証
明
書
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

▼
必
要
書
類

　①
申
請
書

　②
委
任
状
ま
た
は

対
象
者
の
介
護
保
険
被
保
険
者

証（
原
本
）

　③
申
請
者
の
本
人

確
認
書
類（
運
転
免
許
証
な
ど
）

※
市
外
で
要
介
護
認
定
を
受
け
て

い
る
場
合
は
同
意
書
の
提
出
も

必
要
に
な
り
ま
す
。
詳
し
く
は

お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

▼
受
付
窓
口

　高
齢
者
支
援
課
、
西
合
志
総
合

窓
口（
御
代
志
市
民
セ
ン
タ
ー
）、

泉
ヶ
丘
支
所
、
須
屋
支
所

▼
受
給
資
格
者

　介
護
保
険
法
に
規
定
す
る
要
介

護
認
定
に
よ
り
、
要
介
護
４
ま

た
は
要
介
護
５
と
認
定
さ
れ
た

高
齢
者
を
令
和
３
年
１
月
１
日

か
ら
12
月
31
日
ま
で
に
６
カ
月

以
上
在
宅
で
介
護
し
て
い
る
人

（
同
居
、
別
居
は
問
い
ま
せ
ん
）

で
、
次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
人

①
受
給
資
格
者
お
よ
び
在
宅
高
齢

者
が
、
令
和
４
年
１
月
１
日
現

在
本
市
に
居
住
し
、
か
つ
住
民

登
録
さ
れ
て
い
る

②
過
去
１
年
間
介
護
保
険
サ
ー
ビ

ス（
年
間
７
日
以
内
の
シ
ョ
ー
ト

ス
テ
イ
の
利
用
を
除
く
）を
受
け

な
か
っ
た
人
を
介
護
し
て
い
る

③
受
給
資
格
者
お
よ
び
在
宅
高
齢

者
の
属
す
る
世
帯
が
生
活
保
護

法
に
よ
る
被
保
護
世
帯
で
な
い

④
受
給
資
格
者
お
よ
び
在
宅
高
齢

者
の
属
す
る
世
帯
が
住
民
税
非

課
税
で
あ
る

▼
慰
労
金
の
額

　月
額
１
万
円（
年
額
12
万
円
を

限
度
と
し
て
３
月
に
支
給
）

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

　支
給
申
請
書
、印
鑑
、受
給
資
格

者
本
人
の
口
座
が
分
か
る
も
の

在
宅
高
齢
者
家
族

介
護
慰
労
金
を
支
給
し
ま
す

仕
事
や
生
活
に
困
り
ご
と
や

不
安
を
抱
え
て
い
ま
せ
ん
か

海
の
〝
も
し
も
〟
は

１
１
８
番

特
設
人
権
相
談
所
を
開
設
し
ま
す

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い

低
所
得
の
子
育
て
世
帯

生
活
支
援
特
別
給
付
金
の

申
請
は
お
済
み
で
す
か

介
護
保
険
認
定
に
基
づ
く

障
害
者
控
除
対
象
者

認
定
書
を
交
付
し
ま
す
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